
 

番号 ご　用　件 接　続　先

1 所得税

2 源泉徴収、年末調整、支払調書

3 譲渡所得、相続税、贈与税、財産評価

4 法人税

5 消費税、印紙税

6 その他

2

・税務署からのお尋ねや
　納付に関するご相談など
　税務署にご用の方
・面接での相談の事前予約　など

税務署

1 インボイス制度の登録申請について

2 インボイス制度の内容について

3 軽減税率制度について

相　談　内　容

1
国税に関する一般的な
ご質問やご相談

国税局
電話相談センター

（税務署窓口での個別相談は、電話による
事前予約制としております。）

3

インボイス制度又は消費税の
軽減税率制度に関する一般的
なご質問やご相談
※　個別相談を希望される方について
　は、「２番」を選択してください。

インボイス制度
電話相談センター

※　「番号が確認できません。」という音声案内があった場合は、電話機の「トーン切り替えボタン」
　（「＊」・「＃」など）を押してから番号を選択してください。

 

 

源泉所得税事務につきましては、日頃から格別のご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

令和６年の送付書類について、以下のとおりご案内いたします。 

〇 源泉徴収簿及び扶養控除等申告書等の用紙が必要な場合は、お手数ですが、国税庁のホー

ムページからダウンロードしていただくようお願いいたします。 

 ※ 給与支払報告書（個人別明細書）については、総務省のホームページから 

ダウンロードしていただくようお願いいたします。 

〇 以下に該当する方には、次の書類を送付しておりませんのでご了承願います。 

  令和５年分の法定調書合計表を e-Tax で送信された方又は令和５年分以前の法定調書合

計表の「翌年以降送付」欄を「否」とされた方 … 「法定調書合計表」 

  令和６年７月 27 日までに e-Tax で所得税徴収高計算書（納付書）の「送付不要」を選択された方  

…「所得税徴収高計算書（納付書）」 

〇 給与支払報告書（個人別明細書）の送付について 

来年発送の年末調整関係書類より、給与支払報告書（個人別明細書）の送付は行いません。 

なお、作成及び提出はe-Taxのご利用が便利です。 

e-Taxホーム（https://www.e-tax.nta.go.jp）＞利用可能手続一覧＞法定調書の作成・提出について 

〇 税務署からのお願い 

 

国税庁ホームページに、「年末調整がよくわかるページ」を開設し、年末調整手続等を解説

した動画やパンフレットを提供していますので、まずはこちらをご確認ください。 

なお、税務署での面接相談は事前予約制としております。 

特に、年末調整に関するご相談については、窓口が大変混雑しますので、封筒裏面に記載

の管轄税務署にご連絡の上、必ず面接日時の予約をお願いします。 

おって、税務署へ電話された際の音声ガイダンスは以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その他、国税に関するご質問やご相談は、国税相談専用ダイヤルがご利用できます。  

  ０５７０－００－５９０１（全国一律料金） 

令和６年の送付書類に関するお知らせ 

～次のワードでホームページを検索！～ 
https://www.nta.go.jp 

             国税庁 年末調整 検索 

【資料４】



ー 税務署からのお知らせ ー
令和６年分の確定申告を予定されている方へ

 お持ちのスマホとマイナンバーカードがあれば、
自宅で確定申告できます。

 マイナポータル連携を活用することで、申告の際、
給与情報や医療費、ふるさと納税などの情報を
自動入力・自動計算できます。

「令和６年分給与所得の源泉徴収票」を従業員の方へ交付する際
（令和７年１月頃）に、社内メール等により次の事項について周知
願います。

経理をご担当の方へ税務署からのお願い

【マイナポータル連携を活用した確定申告に必要なもの】
○ マイナンバーカード
○ マイナンバーカードの受け取り時に設定したパスワード２種類

① 利用者証明用電子証明書パスワード（数字4桁）

② 署名用電子証明書パスワード（英数字６ 16文字）
○ マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン
○ マイナポータルアプリのダウンロード

マイナポータル連携の事前準備はこちらから

検索作成コーナー

確定申告書等の作成は
こちらから

検索確定申告の事前準備
について

検索マイナポータル連携
特設ページ

マイナポータル連携の詳細はこちらから

国税に関するご質問やご相談は
国税相談専用ダイヤルをご活用ください。

０５７０－００－５９０１（全国一律料金）

受付時間 平日8：30～17：00（土日祝日及び12月29日～１月３日を除く。）




